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令和７年 第７回九重町農業委員会 議事録 

 

＜日 時＞：令和７年８月５日（木）１３：３０～ 

＜場 所＞：九重町役場  ２階 庁議室 

 

＜出席委員＞ 

農業委員 

  １番：矢方 盛士  ３番：仲摩 茂敏  ５番：佐々木 洋子   

７番：衞藤 眞弓  ８番：佐藤 暁史   ９番：飯田 祥治朗   

            

                                                                

推進委員 

１０番：多田  貫綠   １１番：森 眞一    １２番：野田 政春 １３番：手島 政弘 

１４番：佐藤  頼久  １５番：帆足 改門   １６番：熊谷 厚己 １７番：徳永 孝文 

１８番：時松 美智雄 １９番：梅木 由紀子 ２１番：田吹 正利   

                                                              

＜事務局出席者＞ 

事務局：３名 

 

＜開会あいさつ（事務局）＞ １３時３０分～ 

 

＜委員出欠状況報告（事務局長）＞ 

   出席委員  （農業委員）：６名 （農地利用最適化推進委員）：１１名 

   欠席委員  （農業委員）：３名 （農地利用最適化推進委員）： １名 

  

＜会長あいさつ＞ 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではですね只今から、令和７年第７回のですね九重町農業委員会

の総会を開会したいと思います。着座にて進行させていただきます。

本日は農業委員の農業委員の皆様６名出席３名欠席となっておりま

す。欠席が、２番佐藤委員。４番平委員、６番小田委員になっておりま

す。また、農地利用最適化推進委員が１１名出席の１名欠席というこ

とで２０番の佐藤委員が欠席となっております。農業委員定数９名に

対しまして、農業委員の出席委員は６名です。九重町農業委員会会議

規則第７条の規定により過半数を満たしているため、成立することを

報告いたします。それでは、これからの進行を、九重町農業委員会総会
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 同 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

 

 

議   長 

 

１６番委員 

会議規則第５条の規定により会長が総会の進行を行います。よろしく

お願いいたします。 

（あいさつ） 

皆さんにお願いします。総会での発言は挙手をし、議長から指名があ

った後に番号と氏名を告げてから発言をお願いします。また、その発

言につきましては、議事録に記載されることになりますので簡潔かつ

明瞭にお願いします。私語についても行わないようにお願いします。

併せて携帯電話は電源を切っていただくかマナーモードにしていただ

けたらと思います。 

続きまして議事録署名委員の選出ですが、九重町農業委員会会議規則

第１４条第２項規定により、議事録署名委員は８番委員と１番委員に

お願いします。いかがでしょうか。 

はい。 

よろしくお願いします。それでは只今より報告案件から入ります。報

告第１７号、農地法第３条の３第１項の規定による届け出について事

務局より説明をお願いします。 

議案書の１ページをお開きください。報告第１７号、農地法第３条の

３第１項の規定による届け出が４件ありましたので受理いたしまし

た。 

内容についてはご一読ください。 

ありがとうございます。 

報告第１８号。非農地通知について事務局より説明をお願いします。 

議案書の３ページをお開きください。報告第１８号非農地通知につい

て。非農地通知の発出について説明します。農地パトロールを実施し、

すでに非農地判断した荒廃農地のうち土地の所有者より、非農地化の

同意があったものについて、非農地であると判断し正式に非農地通知

を発出するものです。今回非農地通知する土地については、３ページ

に記載の通りです。以上です。 

はい、ありがとうございます。続きまして議案第２６号、農地法第３条

の規定による許可申請について事務局より説明をお願いします。 

議案書の４ページをお開きください。 

議案第２６号、農地法第３条の規定による許可申請について。 

議案第２６号（番号１番～５番）を読み上げて説明。 

はい。ありがとうございます。 

それでは番号１番から担当員の方お願いします。 

１６番德永です。 
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議   長 

１６番委員 

 

 

 

 

議 長 

１４番委員 

議 長 

１４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

１７番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德永さんどうぞ。 

先日聞き取り調査を行いました。譲渡人○○○○さん７０歳。譲受人

○○○○さん６１歳。この２人の関係は親戚であります。 

現地の場所は、○○○バス停の５０メートル程先で１筆、自宅前に２

筆、少し離れた所で２筆あります。長年借地として利用し、全て耕作し

ているので今回譲り受ける土地も問題ないと思います。 

ありがとうございます。では番号２番。 

１４番佐藤です。 

１４番どうぞ。 

担当であった佐藤優子さんがちょっと諸事情がありまして代読いたし

ます。議案２６号の２番について説明します。譲渡人が○○○○○さ

ん５２歳。譲受人○○○○さん７０歳。譲渡人はお父さんである○○

さんが亡くなられて相続しましたけども。こちらに○○○○○さんが

住んでおらず管理ができないのと、生前○○○○○氏が譲受人○○さ

んに売却をとの話をされていたそうです。譲受人は林業をされていま

して、植林用の苗木をハウス栽培しております。購入後は同様に利用

したいとのことでした。申請地は国道２１０号線を○○○方面に行き、

途中７１０号線から入り○○小学校がありまして、それを過ぎて３０

０ｍぐらいの所に譲受人の家がございまして、その川挟んで向こう側

にハウスに苗木を栽培しておりまして、ハウスがある田んぼと、ハウ

スのその間の空き地が２つの田んぼがありましてですね、そこが譲渡

地ということであります。現在は譲受人○○○○さんの○○林産が非

常に草刈等綺麗にされております。非常によく良好に管理されている

状況です。以上につきまして、農地法３条の許可申請に対してご審議

の程よろしくお願いいたします。 

はい。ありがとうございます。では３番。 

１７番熊谷です。○○○○さん４３歳。○○○○○さん、ちょっと歳は

わかりません９０が近いと思いますけど。場所がですね、○○道路か

ら○○の方に入りまして○○集落センターあります。それを過ぎて右

側に○○商店がありまして、２０ｍぐらい行った所から右に入って、

３０ｍの所にこの案件があります。○○さんはですね、○○○の代表

者になっております。しっかりした人間でございますので問題ありま

せん。○○○○○さんはですね、もう○○地区からですね娘さんの所

に行って生活をしておる状態でございます。 

○○から離れるということで、○○さんに少しの土地であるんですけ

ども、贈与という形で○○○○○さんの家もですね、いずれ○○さん
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議 長 

７ 番 委 員 

議 長 

７ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

１ 番 委 員 

議 長 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

３ 番 委 員 

議 長 

３ 番 委 員 

 

 

が買い受けるようになるのではないかということで思っておりますの

でよろしくお願いします。 

ありがとうございます。番号４番。 

７番衛藤です。 

７番どうぞ。 

議案第２６号４番です。譲渡人○○○さん７３歳。譲受人が○○○○

さん７５歳です。譲渡人は随分前から○○市に居住しておりまして、

家屋や農地の管理ができないのですべてを売却したいと希望を持って

おります。譲受人の方は、現在農地を所有しておりませんので、農地を

購入することが出来ませんが、その家屋を購入することで隣接する農

地を一緒に付けて購入することが出来るとなっておりますので家屋と

農地をすべて購入したいと希望しております。申請地は○○○○線か

ら○○方面に２キロくらい行った○○の集落の中にですね、○○寺と

いうお寺があるんですけれどその隣接地になります。２反６畝の３枚

の田んぼになります。売買金額は農地のみですと３万円ということで

す。現在その田んぼについては、○○精米所の方に管理を依頼してお

ります。購入後も引き続き、○○精米所の方がするということで話が

出来ておりますので、農地を持ってない方が購入しても問題ないと思

っております。以上です。 

ありがとうございました。次５番。 

１番矢方です。 

１番どうぞ。 

○○にいる○○さんはちょっと連絡が取れません。譲渡人が○○○○

さん６０歳。現場は、○○○温泉を過ぎて橋を渡りましてずっと上が

っていきますとカーブミラーの所に○○○○さんの家が左にありま

す。それを曲がったところの右の上の田んぼが３枚、昔は○○○○さ

んが田んぼを作っていたんですけど、もう今ここ何年か荒地になって

おります。その３筆を○○○○さんが買うそうです。金額は少々っち

言うておりました。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございます。それでは審議に移りたいと思います。皆さん

何か質問事項がありましたらお願いしたいと思います。 

いいですか。 

はいどうぞ。３番 

３番仲摩です。議案４号のところの、今さっき衛藤さんが言われたよ

うに、農地を持たんから購入できんち言ったけどこれ面積的には３反

以上あるから出来るんじゃないですか。 
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事 務 局 

３ 番 委 員 

議 長 

 

 

 

 

２１番委員 

議 長 

２１番委員 

１ 番 委 員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

３ 番 委 員 

議 長 

３反要件が解除されたのでゼロでもいけます。 

それなら購入可能なんやね。 

ただここにね、耕作面積で７，０２１ってあるよね。○○さんとこ。こ

れゼロじゃないと。今衛藤さんがゼロっち言われけど、ここ見たら７，

０２１っち書いちゃるけんね。持っとるんかなと思いよったら、これ

どうなん。これ確認してもらって。どっちでもゼロでも買えるけん。今

は。他ありますか。 

はい。 

２１番。 

５番は売買って言ったけど贈与になっているんですか。 

贈与、少々っち本人が言いました。もう自分も居ないき、もうそこの土

地が空いちょうき、昔からの付き合いでっちゅうことで少々。 

はい。他ありますか。ないようでしたら採決あります。賛成の方挙手を

お願いします。はい。賛成ということで承認されました。 

続きまして、議案第２７号、農地利用集積と推進計画について。農地中

間管理機構が、農用地利用集積等推進計画を定める場合、農地中間管

理事業の推進に関する、法律第１８条第３項の規定に基づき、この用

地を作成した農用地利用集積等促進計画案について、農業委員会から

の意見を聞くものです。議案は４件あります。一括で何か質疑ありま

したら。また、ご意見ありましたら受け付けます。はい。ないようです

ので質疑を終了します。これ採決に入ります。最初の方は挙手をお願

いします。全員賛成ということで。よろしくお願いします。 

先程○○さんの分で確認しました。所有している農地分は、記載の通

り７，０２１㎡です。 

はい。ちょっと私が言うのはちょっとおかしいかと思いますけど。 

元所有者が地区外の人ばっかしのところで、労働力不足って書いてあ

るのが全部出ているけど、これがもう労力を不足っていうのはまず農

業はやってなかったんじゃないですか。どういう解釈といいますか。 

例えば、どなたかに作ってもらっているとかいうことはあるので、自

分では作れないが、他の人に作っていただいているというところの労

力不足というところです。 

そういうね。はい。わかりました。 

はい。報告議案を終わりたいと思います。  

 


